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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
中央に送受信兼用の超音波探触子が設けてあり、この送受信兼用超音波探触子を中心軸に
して左右に送信用超音波探触子と受信用超音波探触子が対称移動可能に設けてあるプロー
ブ、受信用超音波探触子、送受信兼用超音波探触子で受信した反射信号、及び左右の超音
波探触子の位置データに基づき、超音波探触子間隔における受信用超音波探触子からの信
号強度を計算する演算装置と、信号強度－超音波探触子間隔の関係及び送受信兼用超音波
探触子からの信号を表示する表示装置を備えた超音波診断装置。
【請求項２】
請求項１において、演算装置が、反射波の信号強度が最大となる超音波探触子間隔を中心
として、その間隔から離れることによる信号強度の変化率を求め、この最大の信号強度と
、信号強度の変化率をそれぞれ横軸と縦軸として表示装置にプロットして関節軟骨の損傷
程度を視覚的に把握できるようにした超音波診断装置。
【請求項３】
プローブ中央を軸にして、一方に送信用超音波探触子、他方に受信用超音波探触子を左右
方向に独立に移動可能に設けたプローブと、受信用超音波探触子からの反射信号、送受信
兼用超音波探触子からの反射信号及び左右の超音波探触子の位置データに基づき診断対象
の断面の音速分布を求める演算装置と、その音速分布及び送受信兼用超音波探触子からの
信号を表示する表示装置を備えた超音波診断装置。
【請求項４】
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請求項３において、演算装置が、送信用超音波探触子と受信用超音波探触子の位置を変更
して得た信号から、診断対象における超音波の走時を求め、求めた走時と診断対象に応じ
て設定した数値モデル速度分布に基づく走時との間の残差が所定の許容範囲内に収まるま
で繰り返し計算して診断対象における音速分布を求めるものである超音波診断装置。
【請求項５】
請求項１または２において、受信用超音波探触子と送信用超音波探触子が４５度～８５度
の角度で傾斜して設けてある超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、軟組織、例えば、関節の軟骨や、皮膚の近傍にある血管の状態を超音波を利
用して診断する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　関節腔内の軟骨及び軟骨下骨などの診断方法としては、関節鏡を関節腔内に挿入し関節
表面を直接観察する方法、プローブを損傷した軟骨部に接触させて損傷度合いや軟骨の表
面硬さを直感的に診断する方法、ＭＲＩを撮像して観察する方法等が知られている。関節
鏡やプローブによる直視的観察では、表面の状態しか判別できず、関節軟骨内に存在する
亀裂の判別は不可能であった。また、同様に下骨部分の力学・構造特性を定量的に診断す
ることも不可能であった。一方、ＭＲＩによっては、軟骨の軽度の変化は観察できなかっ
た。また、限定した部位における診断は難しかった。
【０００３】
　従来の診断方法では、関節軟骨の力学・構造特性の定量的な評価が困難であることから
判断基準が曖昧であり、個人によって異なる場合もあった。更に、定量的評価には損傷の
度合いを数値化する必要があるが、数値のみによる評価の場合、手術中など多数の作業を
平行して行わなくてはならない場合などに、表示された数値を誤読する可能性もあった。
【０００４】
　骨や関節軟骨は運動や体重支持などに貢献しており、骨は硬い（ヤング率が高い）ほう
が望ましく、また、関節軟骨については体重支持と同時に衝撃吸収性が求められるので、
硬さがある範囲内であることが望ましい。
　血管も同様で、拍動する血液を送る役目を果たすためには、硬すぎると損傷を受けやす
く、逆に柔らかすぎても血圧に耐えられないので、適度な硬さが必要である。
【０００５】
　超音波は、音響インピーダンスの異なる組織の界面で反射する特性を有しており、この
反射波によって体内の臓器・組織の形状を抽出することができる。音速は、硬さの指標で
あるヤング率と相関関係があり、密度がほぼ一定の測定対象であれば、超音波の反射波に
は力学特性の情報も含んでいることになる（非特許文献１、及び非特許文献２参照）。
【０００６】
　関節疾患を起こす可能性が最も高い膝関節軟骨の荷重作用部は、膝関節を屈曲させるこ
とによって図１のように、体表面の近傍に移動する。この部分の組織は、皮膚４、関節軟
骨３０（厚さ数ミリ）、軟骨下骨３１の略層状構造である。
　このうち皮膚４と関節軟骨３０は、音速が若干異なるものの、多くの水分を含む組織で
密度はほぼ同じで比較的音響インピーダンスが近い。軟骨下骨３１は、皮膚４や関節軟骨
３０の音速、密度と比べて共に大きく、それらの音響インピーダンスとは大きく異なる。
【０００７】
【特許文献１】特開平１０－１１８０６２号公報
【特許文献２】特開２００２－１３６５２０号公報
【特許文献３】特開平１１－３１６２１５号公報
【特許文献４】特開昭６１－２９０９４２号公報
【特許文献５】特開２００２－３４５８２１号公報
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【非特許文献１】超音波便覧、超音波便覧編集委員会　編　丸善
【非特許文献２】超音波と材料　日本材料科学会　編　裳華房
【非特許文献３】岡本、森ほか、"２探触子による超音波評価の検討（体外からの超音波
評価について）"、日本機械学会2006年度年次大会講演論文集、Vol5、153-154、2006
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１は、超音波断層像と同時に硬さを評価することを目的としている。硬さは超
音波探触子の共振周波数の変化から評価するもので、硬さ評価用超音波探触子の近傍に測
定対象物が存在している必要がある。
　特許文献２は、生体組織の硬さを測定することを目的とし、骨を測定対象物にしており
、骨にプローブを直接接触させることによって、超音波探触子の共振周波数変化から硬さ
を推定する。測定対象物に超音波探触子を接触させ、共振周波数の変化から硬さを評価す
る方法は、測定対象物に接触させなければならず、さらにはどの領域までの硬さを反映し
ているのかが明確ではないという問題点がある。
【０００９】
　特許文献３は、ＴＯＦＤ法により、測定対象の亀裂等の欠陥の位置情報を得る超音波探
傷装置を開示しているが、対象物中の音速が均一であることを前提にしており、皮膚、関
節軟骨、軟骨下骨からなる生体組織への適応は困難である。
　特許文献４は、生体内の断層像を表示すると同時に、音速や非線形音響パラメータを測
定する装置を開示しているが、音速分布を求める際に音速の違いに起因する超音波の屈折
を考慮しておらず、音速分布の位置精度が充分ではなく、関節軟骨の表面粗さの変化や微
小な亀裂を抽出するのが困難である。
【００１０】
　特許文献５は、反射波の強度を利用し関節軟骨の硬さを評価する方法を開示している。
この方法は、同時に関節軟骨の厚さも評価できるが、関節軟骨に直接、超音波を照射する
ものなので関節腔内にプローブを挿入しなければならず、皮膚表面からは測定できないと
いう問題点がある。
　非特許文献３において、送信用超音波探触子と受信用超音波探触子の配置に関して、送
信用超音波探触子を固定した状態で、関節軟骨の評価部位からの反射波を最も強く受信で
きる受信用超音波探触子の配置を明らかにしたが、装置自体を当該部位にどのように配置
すれば関節軟骨の性状を評価できるのかは未解明であった。また、その反射波の最大値が
関節軟骨の反映している特性や、関節軟骨の変性程度を評価するのに必要な測定データに
ついては、不明なままであった。
【００１１】
　関節軟骨の評価としては、硬さのほか、厚さが重要な指標である。また、関節疾患の進
行によって、関節軟骨表面の滑らかさ（数１０～数１００マイクロメートルのうねりが生
じる）が失われたり、微小な亀裂が発生したりするので、これらの特徴を検知することも
早期診断に有用である。したがって硬さと同時に、厚さや表面粗さなどの形状に関する情
報を取得することが重要である。
　本発明は、超音波を体表から体内の軟組織に照射して、関節軟骨等の硬さ、厚さ、及び
関節軟骨表面の不均一性や亀裂の有無などを評価すると共に、その状態を直感的に把握で
きるように表示するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の超音波診断装置は、プローブの中央に送受信兼用の超音波探触子を設け、この
送受信兼用超音波探触子を中心軸にして左右に送信用超音波探触子と受信用超音波探触子
が対称移動可能に設けてあるプローブ、受信用超音波探触子、送受信兼用超音波探触子か
らの反射信号、及び左右の超音波探触子の位置データに基づき、超音波探触子間隔におけ
る受信用超音波探触子からの信号強度を計算する演算装置と、信号強度－超音波探触子間
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隔の関係及び送受信兼用超音波探触子からの信号を表示する表示装置を備えたものであり
、関節軟骨の硬さ、厚さ、表面状態が表示される。
【００１３】
　また、本発明の超音波診断装置は、送受信兼用の超音波探触子、その超音波探触子を中
心軸にして、一方に送信用超音波探触子、他方に受信用超音波探触子を備え、それらの超
音波探触子を中心軸に対して左右方向に独立して移動することができるプローブと、受信
用超音波探触子からの信号、送受信兼用超音波探触子からの信号及び左右の超音波探触子
の位置データに基づき断面の音速分布を求める演算装置と、その音速分布及び送受信兼用
超音波探触子からの信号を表示する表示装置を備えたものであり、関節軟骨の硬さ、厚さ
、表面状態が表示される。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】膝を屈曲させた場合の骨の相対位置を示す概略図。
【図２】本発明の診断装置のブロックダイアグラム。
【図３】本発明の診断装置のプローブの正面図。
【図４】本発明の診断装置のプローブの超音波探触子の間隔を広げた状態の正面図。
【図５】関節軟骨からの反射波の説明図。
【図６】送受信兼用超音波による測定信号強度と送信用超音波探触子からの反射波の信号
強度の関係を示すグラフ。
【図７】超音波探触子間隔とコラゲナーゼ処理時間ごとの信号強度の変化を示すグラフ。
【図８】コラゲナーゼ処理時間における超音波探触子間隔と信号強度の関係を示すグラフ
。
【図９】信号強度（信号強度の変化）/（間隔の変化）を示すグラフ。
【図１０】関節軟骨表面からの反射波と軟骨下骨からの反射波の時間間隔と関節軟骨厚さ
の関係を示すグラフ。
【図１１】本発明の診断装置の送信用超音波探触子と受信用超音波探触子を独立して移動
させることのできるプローブの正面図。
【図１２】音速分布を得るための解析手順を示すフローチャート。
【図１３】セルの数値モデルにおける走時曲線の概念図。
【図１４】表示画面の一例を示す説明図。
【符号の説明】
【００１５】
１　　大腿骨
２　　脛骨
３　　膝蓋骨
３０　軟骨
３１　軟骨下骨
４　皮膚
５　プローブ
６　リニアアクチュエータ
７　送受信兼用超音波探触子
８　送信用超音波探触子
９　受信用超音波探触子
１０　リニアスライダ
１１　リンク
１２　関節軟骨表面からの反射波
１３　軟骨下骨からの反射波
１４　表示装置
１５　音速分布表示
１６　演算装置
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１７　超音波探触子間隔測定器
１８　超音波探触子間隔制御器
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
実施例１
　以下、関節軟骨を診断対象とした例で本発明を説明する。
　図２及び図３に示すように、超音波診断装置のプローブ５は、中央部に送受信兼用の超
音波探触子７が設けられ、この送受信兼用超音波探触子７に対して左右対称に角度（θ）
で傾斜して配置され、左右に対称移動する一対の送信用超音波探触子８及び受信用超音波
探触子９と、その一対の超音波探触子８、９をリニアスライダ１０に沿って左右に対称移
動させるリニアアクチュエータ６から構成され、図３及び図４に示すように、一つのリニ
アアクチュエータ６を用いてリンク機構１１を介して左右の送信用及び受信用超音波探触
子８、９を左右対称に移動させている。更に、超音波探触子８、９の位置を測定して間隔
を求める超音波探触子間隔測定器１７と間隔を所定の値に制御する超音波探触子間隔制御
器１８、及び診断対象で反射された超音波信号を処理する演算装置１６、及び演算結果を
表示する表示装置１４から構成され、図１４に示すように、送受信兼用超音波探触子７が
受信した反射波の強度等が表示される。
　プローブ５に組み込まれた送受信兼用超音波探触子７及び送信用超音波探触子８は、直
径２ｍｍ、高さ２ｍｍの円筒形状で、中心周波数１５ＭＨｚの平面波を送信するものであ
る。
【００１７】
　関節軟骨３０に対して超音波を照射すると、図５に示すように関節軟骨表面からの反射
波１２と軟骨下骨からの反射波１３が得られるが、超音波探触子７、８の関節軟骨３０の
表面に対する角度が適切でないと、関節軟骨３０からの反射波と軟骨下骨３１からの反射
波が明瞭に観察されない場合があるので、プローブ５を適切な角度に設定する必要がある
。
　プローブ５が関節軟骨等の診断対象に対して適切な角度を以下の手順で求める。
　まず、プローブ５を体表面に接触させ、送受信兼用超音波探触子７から超音波を照射し
ながらプローブ５の角度を変更し、関節軟骨３０からの反射波が最大となる角度を探し出
し、この角度でプローブ５を固定する。
　次いで、リニアアクチュエータ６を作動させて一対の送信用と受信用の超音波探触子８
、９を中央の超音波探触子７に対して左右対称に移動させる。この移動によって超音波探
触子８、９の間隔が変化し、関節軟骨表面からの反射波の最大値が変化するので、関節軟
骨３０表面からの反射波が最大となった位置でリニアアクチュエータ６を停止して間隔を
固定する。
【００１８】
　関節軟骨のヤング率に相当するAggregate modulusと相関がある垂直方向から関節軟骨
に照射した反射波の信号強度（１探触子法）と送信用と受信用の２つの超音波探触子を使
用した２探触子法による信号強度は、図６に示すように相関があることが知られている。
（例えば　森ほか、" 超音波を利用した関節軟骨の力学特性の測定"、日本臨床バイオメ
カニクス学会誌、 ２３、 pp.９７－１０６、 ２００２参照。）
　なお、図６のデータは、左右の超音波探触子８、９を６０度と７０度の角度として得た
ものである。
【００１９】
　受信用超音波探触子９が受信した反射波の信号強度は、関節軟骨のヤング率に相当する
Aggregate modulusを反映しているといえる。この信号強度は、受信した信号を２乗し、
その最大値から求めるが、受信した信号をウェーブレット変換すると、周辺のノイズと超
音波による反射波形を分離でき、診断対象の関節軟骨からの反射波形をより明確に抽出で
きるので、ウェーブレット変換後の最大値から求めることがより好ましく、演算装置１６
にはウェーブレット変換を実行するプログラムを組み込んでおく。
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　超音波の波形は、一般にはサイン波を２つほど重ね合わせたものであるが、送信波形に
チャープ波を用い、受信時に受信波形とチャープ波の自己相関関数を求めることによりノ
イズの影響を大幅に低減させることができるので、送信波形にはチャープ波を用いること
が好ましい。
【００２０】
　皮膚の上から関節軟骨の状態を診断することを模擬するために関節軟骨試料の上に皮膚
を配置したものを水槽底部に固定し、それら全体を生理食塩水中に浸して試験した。
　また、関節軟骨の損傷を人工的に再現するために、コラゲナーゼ酵素液によって関節軟
骨を処理して軟骨表面を傷つけた。コラゲナーゼによる処理時間が長いほど関節軟骨の損
傷が進行する。
【００２１】
　図７に示すのは、左右一対の超音波探触子８、９の設置角度（超音波の照射角度）が６
０度の場合での超音波探触子間隔とコラゲナーゼ処理時間（軟骨損傷度）ごとの信号強度
の変化を示すグラフである。
　このグラフから、どの超音波探触子間隔においてもコラゲナーゼ処理時間が増加するに
したがって最大の信号強度が低下する傾向が見られ、間隔が２０ｍｍの時に反射波の信号
強度が最大となっている。そして、超音波探触子８、９の間隔２０mmを中心として、それ
から離れるほど信号強度は低下していく傾向が見られる。信号強度が最大となる超音波探
触子間隔以外では、それぞれの超音波探触子間隔の変化によって信号強度が変化していく
が、その変化の程度は関節軟骨の損傷程度（コラゲナーゼ処理時間）によって異なり、超
音波探触子間隔が２０mmから離れるほど、コラゲナーゼ処理時間による信号強度の低下の
度合いは少なくなる。
【００２２】
　そこで、関節軟骨の損傷程度ごと、つまりコラゲナーゼ処理時間ごとに反射波の信号強
度が最大となる超音波探触子間隔を基準とし、その間隔から離れることによる信号強度の
変化率、つまり（信号強度の変化）/（間隔の変化）を図８に示すように、信号強度が最
大値と各点の信号強度を結ぶ一点鎖線の傾きで示す。複数の超音波探触子間隔で測定して
いるときは、それぞれの超音波探触子間隔での信号強度の変化率の平均を関節軟骨試料に
おける信号強度の変化率とする。
【００２３】
　図９に示すように、信号強度の変化率を縦軸に、信号強度を横軸にしたグラフ上に、求
めた値をプロットすると、コラゲナーゼ処理時間、すなわち関節軟骨の損傷程度によって
、ほぼ直線状にプロットされる。したがって、このグラフ上の位置によって関節軟骨の損
傷程度を定量的に把握でき、かつ視覚的にもプロットの位置で関節軟骨の損傷程度を把握
できることになる。すなわち、正常な状態に近いほど測定結果が右上方にプロットされ、
損傷度が大きいほど左下方にプロットされる。
【００２４】
　図１０に関節軟骨３０の厚さと、反射波の信号強度が最大となる超音波探触子間隔にお
ける関節軟骨３０表面からの反射波と軟骨下骨３１からの反射波の時間間隔を示す。
　関節軟骨３０の厚さは、最大の信号強度が得られた超音波探触子間隔での受信用超音波
探触子９で受信された反射波形において、２つのピークの時間間隔と相関があることから
、観測した反射波形の時間間隔から求める。
　以上のように、診断部位に対し、中央の送受信兼用超音波探触子７からの反射波のうち
関節軟骨３０からの反射波が最大になる角度にプローブ５を固定することによって、関節
軟骨３０のヤング率に相当するAggregate modulusの指標を測定して関節軟骨３０の硬さ
を診断する。
【００２５】
　送信用及び受信用超音波探触子８、９の角度（θ）は４５度から８５度が好ましい。角
度が小さいと関節軟骨表面の曲率半径や、あるいは皮膚を通過する際の屈折などの影響を
受けて、反射波を受信できないことがあるので、角度は大きいほうが良い。他方、角度を
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大きくすると、関節軟骨の傾きの影響を受けやすくなるので超音波探触子の角度は６０度
から７５度がより好ましい角度である。
【００２６】
　超音波探触子８、９を一定間隔で対称移動させ、反射波を測定して最大の信号強度が得
られる超音波探触子間隔診断対象を求めるのであるが、より正確に最大の信号強度が得ら
れる間隔を求めるためには、より小さな間隔で測定する。しかし、あまり小さな間隔で測
定すると測定に時間がかかるので、０．１０ｍｍ～０．５０ｍｍの間隔で測定することが
好ましい。
　超音波の中心周波数は、１～２０ＭＨｚが好ましいが、周波数を高くすると波長が短く
なって空間分解能は向上するが、他方で、生体組織通過時の微小な組織性状変化の影響を
受けやすくなる。また、周波数に比例して減衰が激しくなるために、反射波に多数のノイ
ズが含まれたり、反射波の信号強度が低下する。したがって、空間分解能と、受信しやす
さのバランスを考えると超音波の中心周波数は３～１０ＭＨｚがより好ましい。
【００２７】
　送信または受信用の超音波探触子８、９のどちらか一方を移動させても超音波探触子間
隔－信号強度の関係が得られるが、理論上の関節軟骨表面での反射位置が、実際に超音波
が送受信兼用超音波探触子７により照射されている位置からずれてしまうことから、プロ
ーブ５が測定対象の領域に対して垂直に位置していることを確認できない。そのため、左
右一対の送信用、受信用超音波探触子８、９は、中央の送受信兼用超音波探触子７に対し
て対称に移動させ、理論上の関節軟骨表面での反射位置が、送受信兼用超音波探触子によ
り照射されている超音波の位置と一致させることが好ましい。
　左右の超音波探触子８、９の位置検出は、適宜の位置検出装置、例えばレーザ変位計な
どでおこない、両者の間隔を計算する。リニアアクチュエータ６にステッピングモータを
用いれば、モータの回転角度からリニアアクチュエータ６の移動量が計算でき、超音波探
触子の位置を簡単に求めることができ、両者の間隔が計算できる。
【００２８】
　中央の超音波探触子７を対称軸にして複数の送信用超音波探触子８と受信用超音波探触
子９を対称に配列してアレイとし、順次送信と受信を切り替えることによって超音波探触
子を機械的に移動させることなく関節軟骨を電子式に走査することができる。走査のため
の機構部品を省略できるため故障を少なくすることができ、かつ、機械式走査に比べて高
速で送信位置、受信位置を変更（毎秒１０から３０回以上）できる。しかし、この電子式
走査は超音波探触子を多数配置する必要があるのでコストが増加するという側面もある。
　本発明は、送受信の超音波探触子間隔を０．１０ｍｍ～０．５０ｍｍ程度の位置精度で
移動させる必要があるが、必ずしも高速で走査する必要がないので、コストなども考慮に
入れて機械式走査、または電子的走査を選択する。
【００２９】
実施例２
　図１１に示すように、実施例１と基本構成は同じであり、診断対象の関節軟骨３０に対
して垂直にプローブ５が位置していることを調べる送受信兼用の超音波探触子７と、この
送受信兼用超音波探触子７を中心として左右に配置された送信用超音波探触子８と受信用
超音波探触子９と、それらの超音波探触子８、９を左右方向に走査するために移動させる
リニアアクチュエータ６から構成されている。リニアアクチュエータ６は、超音波探触子
８、９をリニアスライダ１０に沿って独立して移動させることができるように個別に設け
てある。
【００３０】
　図１２のフローチャートに示す手順にしたがって音速分布を求める。
　図１３の模式図に示すように、送信用超音波探触子８を任意の位置Ａに固定し、受信用
超音波探触子９をアクチュエータ６で駆動してリニアスライダ１０に沿って移動させて関
節軟骨３０の表面を走査し、受信用超音波探触子９の位置を超音波探触子間隔測定器１７
で測定し、各位置において受信用超音波探触子９で受信信号を記憶する。
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　次に送信用超音波探触子８の固定位置をＢ１に変更し、受信用超音波探触子９を同様に
移動させて各位置における受信信号を記憶する。これを繰り返し、複数の送信用超音波探
触子８の固定位置と受信用超音波探触子９の位置とその位置における受信信号を演算装置
１６の記憶部に記憶させる。
【００３１】
　対象領域を適宜のセルに分割して数値モデルを構成し、記憶した信号から、関節軟骨３
０の表面の反射波が得られた時間（以下、軟骨反射時間）と軟骨下骨３１からの反射が得
られた時間（以下、下骨反射時間）を計算する。複数の送信用超音波探触子８の位置と受
信用超音波探触子９の位置及び軟骨反射時間と下骨反射時間から走時曲線を求める。
　各セルの内部での音速は均一であり、そのセル内部を通過する間、超音波は屈折せずに
直線状に進むと仮定する。屈折は、通過の際に隣接するセルの音速が異なる場合におこる
ものとする。こうして走時曲線を多数の直線から構成される多角形で近似的に表現する。
また、超音波が受信用探触子に到達した時間Ｔｒ（走時）を求める。
　計算方法は、例えば、Aikawaらによる線形走時内挿法（Aikawara and Kawanaka、 Seis
mic ray tracing using linear traveltime interpolation、 Geophysical Prospecting
、 41、 pp99-111、 1993）を用いる。
【００３２】
　皮膚、脂肪、関節液、関節軟骨、軟骨下骨の部位における音速の平均値は既知（非特許
文献１参照）であるので、その値を利用して数値モデルにおいて初期速度構造（音速分布
）を設定する。
　数値モデルから求めた計算走時Ｔｈと実際の測定結果における到達時間Ｔｒとの間の残
差を求める。この残差は送信用超音波探触子と受信用超音波探触子の位置をそれぞれ変え
た場合に得られる各走時曲線ごとにおこない、各走時曲線における走時の残差が最も小さ
くなるように各セルの音速を修正する。この音速の修正には同時反復再構成法（佐々　宏
一　ほか、建設・防災技術者のための物理探査、森北出版）を用いる。
この残差が許容範囲内に収まらなければ、修正後の音速分布を用いて再度、走時曲線を求
め、残差を計算し同時反復再構成法による音速分布の修正を、残差の変化が許容値に収ま
るまでこの手順を繰り返し、診断部位における音速分布を求める（小原ほか、トモグラフ
ィ的手法を用いた屈折法弾性波探査解析法の開発、こうえいフォーラム、９、pp。7-14、
2001）。
【００３３】
　最終的に収束した音速分布が超音波が通過した領域の音速分布となる。音速はヤング率
との関係があり、また生体の密度については骨などの硬組織を除くと、含水率が非常に高
く、密度も組織間で１０％程度しか変わらない。このことから音速の分布から関節軟骨の
硬さ（ヤング率）が求めることができる。
【００３４】
　皮膚の音速が約1200m/s、脂肪の音速が約1400m/s、軟骨下骨が約3500m/sであるのに対
し、関節軟骨の音速は1600m/s前後であることから、他の組織との識別が容易であるので
、この音速分布から関節軟骨の領域を特定でき、軟骨の厚さや表面粗さなども推定するこ
とができる。
　また、音速分布を求めるためのセルを細かくすることによって関節軟骨表面の微小なう
ねりや微小な亀裂などを推定することができる。
【００３５】
　音速分布を求めるためには、多くの走時曲線が測定対象領域を通過するほうが測定精度
が向上するので、左右の超音波探触子の位置を独立して動かして多くの走時曲線を測定対
象領域に通過させる。また、左右の超音波探触子を直線状に移動させるのではなく、リニ
アスライダ１０を円弧状にするなどして円弧状に移動させる。
【００３６】
　生体組織（臓器）ごとに超音波の速度だけではなく伝播に伴う減衰の度合い（減衰係数
）も異なり、また、臓器の損傷度によって減衰係数が変化するので、減衰係数を求めるこ
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とによって臓器の識別と損傷度の評価が可能である。Senzig, A.D., Forster, K.F., and
 Olerud, J.E., Ultrasonic attenuation in articular cartilage, J. Acoust. Soc. Am
.,et al.,92(2), (1992), pp.676-681には、荷重が強くかかる部位とそうではない部位の
軟骨では減衰係数が異なることが報告されており、荷重が強く作用して損傷を受けた軟骨
を減衰係数の測定によって識別することを示唆している。
　減衰係数の分布は、図１２と同様の計算手順によって求めることができるが、反射波の
振幅の情報が必要であるため、ノイズなどにより振幅が変化すると正しい減衰係数の分布
を求めることは難しい。他方、音速分布は振幅を利用することなく、軟骨反射時間と下骨
反射時間を特定するだけでよいのでノイズに強く、実際の測定に適している。
【００３７】
　実施例２の診断装置では、送信用超音波探触子８から照射された反射波を受信用超音波
探触子９で受信し、図１２に示す手順によって音速分布を得るので、中央部の送受信兼用
超音波探触子７は必須ではない。一つの受信信号から軟骨反射時間と下骨反射時間の２つ
の情報を取得できるので、少ない測定点数（送信用超音波探触子８と受信用超音波探触子
９の位置の組み合わせ数）で詳細な音速分布を得ることができる。
　しかしながら診断対象の関節軟骨に対してプローブ５が垂直位置からずれると、送信用
超音波探触子から送信された超音波が受信用超音波探触子の方向に反射せずに違う方向に
向ってしまうので、関節軟骨表面、または、軟骨下骨からの反射波のどちらか一方、また
は、両方を受信できないことがある。そのため、診断対象の関節軟骨に対してプローブ５
が垂直に配置されているほうが関節軟骨表面及び軟骨下骨からの反射波を受信しやすいの
で、関節軟骨に対して垂直な方向を識別できるように中央部に送受信兼用の超音波探触子
７が備えてある。
【００３８】
　実施例１及び実施例２で測定される各種関節軟骨情報の表示装置１４における表示例を
図１４に示す。プローブ５の角度が適切かどうかを示す送受信兼用超音波探触子７の信号
強度を表示装置の１４の画面の左上に横棒グラフで表示することにより、診断者にプロー
ブ５の角度の適切さを視覚的に示している。
　図９に示した信号強度変化率（超音波探触子間隔）－最大信号強度の関係から関節軟骨
の損傷程度を画面右上に厚さと（信号強度の変化）/（間隔の変化）である傾きの数値の
測定結果を示す。また、信号強度と傾きのみの表示と、音速分布を表示することによって
、関節軟骨の損傷状態及び関節軟骨表面部分の微小なうねりや微小な亀裂をより視覚的に
把握する。
　正常な関節軟骨は、表面が滑らかであるが、損傷を受けると表面に亀裂や欠損が発生し
、凹凸となって滑らかな状態ではなくなる。音速の分布を可視化することにより、関節軟
骨を表す音速の領域において、それと皮膚を表す音速領域が直線状に分かれていれば関節
軟骨の表面が滑らかであるので正常であると判断でき、細かい凹凸からなる曲線状に分か
れていれば、軟骨表面には凹凸が存在しており、損傷を受けた状態であることが視覚的に
把握できる。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　本発明の超音波診断装置によれば、関節軟骨の硬さ、厚さ、表面の微小なうねりや微小
な亀裂を、プローブを関節内に挿入することなく皮膚の上から診断できる。また、皮膚の
近傍にある血管の硬さや、厚さや、血管表面での微小なうねりや微小な亀裂を皮膚の上か
ら診断でき、関節軟骨の疾患の進行状況を診断することができる。更には、皮膚の近傍に
ある骨の硬さ、厚さ、骨表面での微小なうねりや微小な亀裂を皮膚の上から診断可能であ
る。
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